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不動産売買に伴う固定資産税等の
精算に対する課税について

〔会社の税務 よろず相談室○101 〕

�．今年の６月に、所有する土地及び家屋を譲渡す

る売買契約を締結しました。譲渡した土地・家屋に

は本年度分の固定資産税及び都市計画税（以下、固

定資産税等）が課されており、売買契約書では譲渡

から本年末までの期間に係る固定資産税等に相当す

る額（以下、未経過固定資産税等に相当する額）を

買主が私に支払うことになっています。この受け取

った未経過固定資産税等相当額の税法上の扱いにつ

いて教えて下さい。

�．受領した未経過固定資産税等相当額は、所有期

間に応じた固定資産税負担の精算金ではなく、売買

した不動産の譲渡額の一部を構成するものであり、

譲受人の譲渡所得の計算上、収入金額に算入されま

す。また、その売買で消費税の課税取引に該当する

部分については、対応する未経過固定資産税等相当

額にも消費税が課されます。

　固定資産税等は、その賦課期日（その年度の初日

の属する年の１月１日）における土地又は家屋の所

有者を納税義務者として課されるものであり、その

年度の賦課期日後に所有者の移動が生じたとしても、

新たに所有者となったものが、その賦課期日を基準

として課される固定資産税等の納税義務を負担する

ことはありません。

　固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土

地建物の売買契約を締結する際に、買主が売主に対

して、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税

額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払う

ことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の

売買契約を締結する際に、売主が１年を単位として

納税義務を負う固定資産税等につき、買主がそれを

負担することなくその土地及び家屋を所有する期間

があるという状況を調整するために個々に行われる

ものであると考えられます。このことからすれば、

支払いを受けた未払固定資産税等に相当する額は、

実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を

成すものと解するのが相当と考えられますので、譲

渡所得の収入金額に算入され、その売買が消費税の

課税取引に該当する場合は消費税が課されます。

　ただし、固定資産の売買で、引き渡し時に登記簿

上名義書替えを行わなかったため、登録名義人であ

る譲渡者が当該固定資産の固定資産税等を納付する

ことになった場合で、譲受人から譲渡人に固定資産

税等に相当する金額を支払う場合は、譲渡の対価に

は含まれません。

　登記が遅れる場合としては、①当事者間の手違い、

②代金を分割で支払う場合で代金の相当部分を支払

った段階で引き渡しがあったものとして帳簿上処理

するものの、移転登記の日は代金全額を支払った時

とされている場合……が考えられます。この場合は、

当事者間で当該固定資産税等相当額であることを明

記して金銭を授受した場合には、譲渡の対価には含

まれません（当事者間で、名義借料等役務の提供の

対価として授受した場合は、資産の譲渡等の対価と

して消費税課税となります）。

（税制委員会：赤羽総一郎、青木　稔、

　藤澤利幸グループ稿）　

（監修：関東信越税理士会 松本支部）
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　女性部では今年も地域社会貢献活動として、
児童養護施設「松本児童園」への支援を計画し
ております。つきましては、園より希望がござ

いました下記の物品につきまして会員の皆様か
らのご提供をお願い申し上げます。（10月末ま
で受付予定）

○洗濯洗剤　○シャンプー・リンス・コンディ

ショナー　○ティッシュ　○バスタオル

　ご提供のお申出・お問合せは松本法人会事務
局(電話35－8080)までお願いいたします。
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～児童養護施設「松本児童園」への
　　　　　寄贈物品ご提供のお願い～


